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５｜やさしい日本語の普及  

国や地方公共団体等におけるやさしい日本語の活用を促進するため、有識者会

議を開催してやさしい日本語ガイドラインなどを作成し、入管庁HP内「外国人生

活支援ポータルサイト」で公開してきました。 

関係府省庁や地方公共団体への周知のほか、やさしい日本語の研修などで活用

するなどして、やさしい日本語の普及に取り組んでいます。  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html 

掲載先：やさしい日本語のページ（外国人生活支援ポータルサイト）  


